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飲酒運転は絶対に｢しない！｣ ｢させない！｣ 介護予防教室 フットケア介護予防教室 フットケア 見学会を開催します 見学会を開催します

　10月29日活性化センターにて、令和７年度安全運転
者研修会が開催されました。講師には白石警察署交通課、
渡邉裕一交通指導係長を迎えました。渡邉係長は交通死
亡事故の特徴や自転車乗車時のルール、飲酒運転の危険
性などについて話されました。当日は、多くの町民が参
加し、真剣に講話を聞いている様子でした。

　重大事故に直結する悪質・危険な飲酒運転が、いまだに後を絶ちません。飲酒運転は運
転者本人だけでなく、お酒を提供した人や運転させた人、同乗した人も厳しく罰せられ
ます。「このくらいのお酒の量なら大丈夫」という過信は禁物です。運転する人は「飲酒運
転は絶対にしない！」、周りの人も「飲酒運転を絶対にさせない！」という強い意志を持ち、
みんなで飲酒運転を根絶しましょう。

　2018年より町内の足の爪切り等にお困りの
方にご利用いただいております。足の爪切りに
悩まれている方、フットケアの施術にご興味の
ある方（フットケアに携わってみたい等）の見学
会を開催します。ご興味のある方はお気軽にお
越しください。出入り自由です！
●日にち	 12月10日（水）
●時間・場所	 10：30～ 11：15　滑津公民館
	 14：30～ 15：15　高齢者センター
　事前申込不要・無料　※ご都合の悪い方は1 ～ 3月もありますのでお問い合わせください。

●お問い合わせ　　七ヶ宿町社会福祉協議会　☎️３７－２２７１

　10月21日、関保育所、七ヶ宿小学校、西山学院の
児童・生徒が合同で、5月に植えたさつまいもを収穫
しました。収穫は、地元の農家の指導のもと行われま
した。子供たちは、自分の手で植えたさつまいもが大
きく育ち、嬉しそうに収穫していました。

▲講話をしてくださった渡邉係長

　県は、デジタル身分証アプリ「ポケットサイン」の活用による災害対応力の向上と、消費拡大
を通じた地域経済の活性化を目的として、県民にデジタル地域ポイント「みやぎポイント」を付
与するキャンペーンを実施中です。本キャンペーンは令和８年２月末で終了します（次年度は
実施しません）ので、お早めの登録をお願いします。

iPhoneの場合

県ホームページ▶︎

登録方法や利用方法

①「ポケットサイン」をダウンロード ②�マ イ ナ ン バ ー
カードの登録後、
ホーム画面から

「みやぎポイン
ト」をタップ

③�青色の「応募す
る」をタップ

3,000ポイント
付与Androidの場合

「みやポイ活」の情報

3,000円相当の「みやポ」がもらえる県のキャンペーンは今年度の２月まで！
登録はお済みですか？

【事業概要】
　県内に住民登録がある方が、「ポケットサイン」をダウンロードして、「みやぎ防災」と「みやぎポイ
ント」の機能を利用登録すると、先着で40万名に、県内の店舗で利用できる3,000円相当のポイント
をプレゼントします（昨年度のキャンペーンで3,000ポイントを受領した方は対象外です）。
　なお、参加には、アプリの動作が可能な「スマートフォン（NFC対応）」と、本人認証のための「マイ
ナンバーカード」が必要です。

【ポイント受領の手順】

【「みやポイ活」のご案内】
　赤ちゃんが生まれた世帯に１万円相当のポイントを付与するな
ど、その他のポイント獲得方法は、県「みやポイ活」ホームページ
をご覧ください。

【お問い合わせ】
　アプリの登録や操作の方法、利用店舗に関するお問い合わせは、下記のコールセンターで受付し
ています。
コールセンター（☎０１２０−６５５−０６７　祝日と年末年始を除く９時から17時30分まで受付）

第 7 7回人権週間のお知らせ第 7 7回人権週間のお知らせ
　12月４日から10日までの一週間を「第77回人権週間」として、特設人権相談所を開設します。
相談は無料で、秘密は固く守ります。人権に関する問題でお困りの方は、どうぞご利用ください。

【人権週間とは】
　昭和23年に国際連合で世界人権宣言が採択されたのを記念して、翌24年以来、「人権デー（12
月10日）」を最終日とする１週間を「人権週間」と定め、法務省及び全国人権擁護委員連合会が
関係機関等の協力の下、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及と高揚に努
めています。

●特設人権相談所
　日時　12月６日（土）　午前10時～午後３時（予約不要）
　場所　白石市中央公民館
●相談例
　�セクハラ、パワハラ、夫婦・パートナーからの暴行、いじめ・
体罰、インターネットやＳＮＳによるいやがらせ、高齢者・障害者に対する虐待など

●お問い合わせ　　仙台法務局大河原支局　☎０２２４−５２−６０５３

▲収穫をする子供たち

さつまいも掘り体験


